
毎日の生活の中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。相談は、法務大

臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。相談内容についての秘密は厳守しますので、気

軽にご相談ください。

日時 11 月 19 日（水）午前 10 時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11)

弁護士、司法書士、宅地建物取引士が相続、売却、賃貸、管理などの空家に

関するさまざまな困りごとについて相談に応じます。

日時 12 月 20 日（土）午後 1時～4時(50 分程度/組）

場所 笠間市役所 岩間支所(市民センターいわま：笠間市下郷 5140)

対象 市内にある空家、もしくは近く空家になることが見込まれる住宅の所有者(管理者）

※業として管理する方は対象外

定員 6 組(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 右上の二次元コードからまたは窓口で直接、郵送、FAX、メールでお申し込みくださ

い。予約票は窓口で配布するほか、市ホームページ(⇒｢空家相談会｣で検索)からもダ

ウンロードできます。

※電話での受け付けは行いません。

※予約票に空家の写真や建築関係書類などを添付していただくと相談がスムーズです。

申込期限 11 月 21 日（金）

全国一斉障害年金法律相談会

日時 11 月 13 日（木）午前 10 時～午後 0時 30 分／午後 1時 30 分～4時

電話番号 0570-051-113(ナビダイヤル）

全国一斉生活保護ホットライン

日時 11 月 26 日（水）午前 10 時～午後 8時

電話番号 0120-158-794(フリーダイヤル）

⑯ 無料相談会のご案内

特設無料人権相談を開設します 問 社会福祉課(内線 157)

空家等無料相談会を開催します

問・申 企業誘致・移住推進課(内線 592）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-77-1324 メール akiya@city.kasama.lg.jp

電話で相談できます 問 茨城県弁護士会 ℡ 029-221-3501

申し込みはこちら

8 ぺージ
2025-1016

農業者年金は、農業者が豊かな老後の生活を過ごせるように、国民年金に上乗せする任意加入

の公的な年金制度です。農業をされている国民年金第 1号被保険者なら加入でき、一定の要件を

満たす方には保険料の国庫補助があります。

また、支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、税制面で大きな優遇措置があ

ります。

⑮ 農業者年金に加入しませんか 問 農業委員会(内線 73142)

猫は屋内で飼うなど、ペットは周りに配慮して飼いましょう。

https://apply.e-tumo.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=78941

